
オオ
レレ
だだ
よよ
、、オオ
レレ

もしもし？

新
し
い
被
保
険
者
証
を

送
付
し
ま
し
た

貯
水
槽
の
適
正
な
管
理
を

お
願
い
し
ま
す

埼
玉
伝
統
芸
能
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
〜
受
け
継
が

れ
る
人
形
芝
居
〜

ご
存
知
で
す
か

「
行
政
相
談
週
間
」

10
月
20
日
㈪
〜
26
日
㈰

司
法
書
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
会

行
政
書
士
街
頭
無
料
相
談
会

町
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
へ
、
10
月
以
降
お

使
い
い
た
だ
け
る
新
し
い
被
保
険

者
証
を
簡
易
書
留
郵
便
で
お
送
り

し
ま
し
た
。

な
お
、
有
効
期
限
の
切
れ
た
被

保
険
者
証
に
つ
い
て
は
、
お
手
数

で
す
が
保
険
医
療
課
に
お
持
ち
い

た
だ
く
か
、
ご
自
身
で
責
任
を
も

っ
て
裁
断
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

問

保
険
医
療
課
国
民
健
康
保
険

係
�内
２
１
７
２

貯
水
槽
の
点
検
・
清
掃
を
定
期

的
に
行
わ
な
い
と
、
水
槽
内
の
汚

れ
や
本
体
の
腐
食
に
よ
る
濁
り
や

異
臭
、
漏
水
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

貯
水
槽
の
管
理
は
設
置
者
の
責

任
で
あ
り
、
法
令
で
も
1
年
に
1

回
、
清
掃
を
行
う
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
清
浄
な
水
を

お
使
い
い
た
だ
く
た
め
に
も
年
に

1
回
以
上
の
清
掃
・
点
検
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

問

水
道
課
�
７
２
１
―
５
５
５

５
ま
た
は
鴻
巣
保
健
所
�
０
４
８

―
５
４
１
―
０
２
４
９

日
時

12
月
7
日
㈰
13
時
（
12
時

30
分
開
場
）

場
所

彩
の
国
さ
い
た
ま
芸
術
劇

場
大
ホ
ー
ル

※
入
場
無
料
（
要
事
前
申
込
み
、

申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

し
ろ
く

出
演

白
久
串
人
形
座（
秩
父
市
）、

じ
ゅ
う
し

出
牛
人
形
浄
瑠
璃
保
存
会
（
皆

野
町
）、
錦
太
鼓
会
（
川
口
市
）

⃞申

10
月
29
日
㈬
（
必
着
）
ま
で

に
、①
代
表
者
郵
便
番
号
・
住
所
・

氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
電
話
番
号
、

②
観
覧
者
全
員
の
氏
名
（
ふ
り
が

な
）・
年
齢
を
明
記
の
う
え
、
〒

3
3
0
―
9
3
0
1
さ
い
た
ま
市

浦
和
区
高
砂
3
―
15
―
1
埼
玉
県

文
化
振
興
課
「
伝
統
芸
能
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」
係
へ
。

1
回
の
お
申
し
込
み
に
つ
き
4

名
ま
で
可
。

問

詳
し
く
は
埼
玉
県
文
化
振
興

課
�
８
３
０
―
２
８
７
９
へ

総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行

政
相
談
委
員
が
国
・
県
・
町
の
行

政
に
対
す
る
要
望
や
苦
情
な
ど
の

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

●
さ
い
た
ま
一
日
合
同
行
政
相
談

所日
時

10
月
16
日
㈭
10
時
30
分
〜

16
時
（
受
付
は
15
時
30
分
ま
で
）

場
所

浦
和
コ
ル
ソ
7
階
ホ
ー
ル

相
談
内
容

登
記（
相
続
・
譲
渡
）、

国
税
（
相
続
税
、
所
得
税
）
、
年
金

（
国
民
、
厚
生
）
、
道
路
、
保
険（
介

護
、
国
民
健
康
）、
郵
便
な
ど

※
町
で
は
毎
月
、行
政
相
談
所（
第

3
火
曜
日
10
時
〜
12
時
ま
で
役
場

に
て
）
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

問

住
民
相
談
室
�内
２
２
１
３

日
時

10
月
26
日
㈰
10
時
〜
13
時

場
所

大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ホ

ー
ル
棟
地
下
1
階
（
さ
い
た
ま
市

大
宮
区
桜
木
町
1
―
7
―
5
）

定
員

60
名
（
先
着
順
）

※
予
約
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当

日
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問

埼
玉
司
法
書
士
会
�
８
６
３

―
７
８
６
１

相
続
・
遺
言
・
成
年
後
見
・
許

認
可
申
請
・
会
社
設
立
等
の
相
談

を
受
け
付
け
ま
す
。

おおおおおおおおおおおおおおお
知知知知知知知知知知知知知知知
ららららららららららららららら
せせせせせせせせせせせせせせせ

広 告

上尾警察署管内 平成26年1～8月

振り込め詐欺発生状況

振振りり込込めめ詐詐欺欺のの撲撲滅滅ををめめざざししてて！！
あなたを騙す振り込め詐欺の3大キーフレーズ
�携帯の番号が変わったよ
�風邪をひいて声が変わったよ
�また後で連絡するから。携帯番号は…
会話の中でこの言葉が出たら要注意！
「おかしい？」と思ったら「110番通報」または
上尾警察署（�048－773－0110）に通報
しましょう。

上尾警察署・上尾地方防犯協会

3366件件
約約99,,000000万万円円
※上尾警察署調べ
被害件数・金額は暫定数

被害多発中！

だ
れ
？

息
子
か
し
ら
…

建材製品中のアスベストの有無
アスベスト含有率の分析・調査

作業環境測定機関（埼玉労働局登録番号11－48）
作業環境測定士：
南野 脩（第1種第1号（粉じん石綿））

1．石綿（アスベスト）障害予防規則（平成26年6月1日改正）により建築物や工作
物等の解体・改修などの工事等を行う場合、予め石綿の有無を調査・記録・掲
示する必要があります。そのような時、当社に相談下さい。

2．埼玉県民間建築物アスベスト対策事業による補助制度（http : //www.pref.
saitama.lg.jp/page/sekimenhojyo.html）があります。今年度は、調査分析費
最大25万円、除去工事費は最大600万円まででます。

携帯：０９０‐３０８５‐２６４０
担当者：南野（Minamino Osamu）

テクノサイ株式会社

〒362‐0805北足立郡伊奈町栄4‐34
Tel；048‐722‐1161、Fax；048‐721‐4708

アスベスト分析・調査

緊急対策

122014.10



就
職
面
接
会

全
国
一
斉
！

法
務
局
休
日
相
談
所

消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

平
成
27
年
度
か
ら
原
則
給
与

支
払
者
（
事
業
所
）
を
特
別

徴
収
義
務
者
に
指
定
し
ま
す

※
予
約
不
要

日
時

10
月
11
日
㈯
10
時
〜
16
時

場
所

Ｊ
Ｒ
上
尾
駅
自
由
通
路

問

埼
玉
県
行
政
書
士
会
上
尾
支

部
�
７
７
６
―
３
３
６
７

日
時

10
月
6
日
㈪
13
時
〜
16
時

（
受
付
開
始
12
時
10
分
）

※
事
前
申
込
不
要
・
参
加
費
無
料

場
所

大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
地

下
展
示
場

対
象

平
成
27
年
3
月
大
学（
院
）・

短
大
・
高
専
・
専
門
学
校
等
卒
業

予
定
者
（
卒
業
後
お
お
む
ね
3
年

以
内
の
人
も
可
）

持
ち
物

履
歴
書
、
自
己
Ｐ
Ｒ
書

ま
た
は
職
務
経
歴
書
を
複
数
持
参
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
登
録
が
あ
る
方

は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
も
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
埼
玉
労
働
局
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://saitam
a-roudoukyoku.

jsite.m
hlw
.go.jp/

問

埼
玉
新
卒
応
援
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
�
６
５
０
―
２
２
３
４
ま
た
は

最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
で
は
、

平
日
に
相
談
に
来
ら
れ
な
い
方
の

た
め
、
休
日
相
談
所
を
開
設
し
ま

す
。

日
時

10
月
5
日
㈰
11
時
〜
15
時

場
所

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
久

喜
支
局
（
久
喜
市
本
町
4
―
5
―

28
）

内
容

土
地
や
建
物
の
相
続
等
に

よ
る
名
義
変
更
や
会
社
設
立
等
の

登
記
手
続
き
、
戸
籍
・
国
籍
、
供

託
、
人
権
等
に
関
す
る
相
談

問

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
久
喜

支
局
総
務
課
�
０
４
８
０
―
２
１

―
０
２
１
５

●
平
成
26
年
度
危
険
物
取
扱
者
試

験日
時

①
12
月
7
日
㈰
、
②
12
月

14
日
㈰

場
所

①
獨
協
大
学
（
草
加
市
）、

②
東
京
国
際
大
学
（
川
越
市
）

種
類

全
種
類

受
付
期
間

10
月
31
日
㈮
〜
11
月

11
日
㈫

受
付
方
法

受
付
期
間
中
に
、
㈶

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
埼
玉
県

支
部
へ
願
書
を
直
接
持
参
ま
た
は

郵
送
。

「
電
子
申
請
」（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
か
ら
の
受
験
申
請
）
の
場
合
は
、

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http
://w

w
w
.shoubo-shiken.

or.jp受
験
案
内
お
よ
び
願
書
は
、
県

内
消
防
本
部
ま
た
は
消
防
試
験
研

究
セ
ン
タ
ー
埼
玉
県
支
部
で
配
布

し
ま
す
。

●
消
防
の
広
域
化
へ
の
取
り
組
み

を
進
め
て
い
ま
す

8
月
19
日
に
、第
1
回
上
尾
市
・

伊
奈
町
消
防
広
域
化
協
議
会
を
開

催
し
、
広
域
化
に
向
け
た
協
議
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

両
市
町
の
消
防
組
織
を
一
つ
に

ま
と
め
規
模
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、

消
防
体
制
の
充
実
強
化
・
行
財
政

運
営
の
効
率
化
が
図
れ
ま
す
。
ま

た
、
火
災
や
救
急
現
場
へ
の
到
着

時
間
の
短
縮
や
出
場
部
隊
数
の
増

強
、
大
規
模
災
害
な
ど
へ
の
対
応

力
強
化
な
ど
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
に
つ
な
が
り
ま
す
。
協
議
内

容
は
、
随
時
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問

消
防
本
部
�
７
２
２
―
８
１

１
１給

与
支
払
者
（
事
業
所
）
は
、

所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
従

業
員
に
毎
月
支
払
う
給
与
か
ら
個

人
住
民
税
を
差
し
引
き
、
市
町
村

に
納
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
地
方
税
法
第
3
2
1
条
の
5
）

埼
玉
県
と
県
内
す
べ
て
の
市
町

村
で
は
、
こ
の
制
度
を
徹
底
す
る

た
め
、
平
成
27
年
度
か
ら
特
別
徴

収
未
実
施
の
事
業
所
を
特
別
徴
収

義
務
者
と
し
て
全
県
一
斉
に
指
定

し
ま
す
。

問

詳
し
く
は
税
務
課
町
民
税
係

�内
２
１
５
２
へ

町税等の納期のお知らせ
納付は納期限までにお忘れなく

①町県民税 3期
②国民健康保険税 4期
③介護保険料 4期
④後期高齢者医療保険料 4期
納期内の納付をお願いします。（年金天引きの方を除
きます。）
町税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

つづ

口座振替申込書は、納付書に綴られているほか、役場収
税課・福祉課・保険医療課窓口にあります。通帳および
通帳使用印をご持参のうえ、役場各窓口または取扱金融
機関でお申し込みください。
※口座振替の開始は、申込月の翌月末以降の納期分から
となります。
問 ①②収税課�内２１４３ ③福祉課�内２１２４
④保険医療課�内２１７５

納期限 10月31日㈮

広 告
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